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立川市高齢者福祉介護計画 

（第９次高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画）の 

策定にあたって 

 

本格的な超高齢社会を迎えつつある今、団塊の世代が 75歳以上となる令和７（2025）年、

中長期的には団塊のジュニア世代が 65歳以上となる令和 22（2040）年を見据え、高齢者の

急増に伴い増加する認知症高齢者への対策、また急増する介護ニーズによって生じる介護

人材不足への対策が特に重要な課題となっています。 

令和元（2019）年に発生した新型コロナウイルス感染症の蔓延により、感染の心配によ

るデイサービス等の介護サービスの利用控え、スタッフの感染による介護サービス事業所

の一時的な閉鎖などによって、高齢者の閉じこもりが増加しました。令和５（2023）年５

月に感染症法上の２類感染症から５類感染症に引き下げられても度々大規模な感染が起こ

っており、コロナ渦前の状況には戻っていないのが現状です。 

こうした状況を踏まえ、本計画では、「個人の尊厳を大切にし、人と人がつながり、住み

慣れた立川で、その人らしい生活ができるまちづくり」を基本理念とし、認知症や要介護

状態になっても最後まで立川市に住み続けられるよう、引き続き、体操教室等によりフレ

イル予防に取り組み、健康寿命の延伸を促すことに加え、自然に健康的な行動や生活習慣

ができるような地域をつくる「０次予防」の取組を地域の皆様や医療機関、介護事業者、

民間企業等と連携協力しながら推進してまいります。 

また、認知症地域支援推進員の６生活圏域の配置を目指し、認知症サポーターを中心と

した支援チームである「チームオレンジ」の体制整備を図ることによって、認知症本人と

その家族を支援するとともに、認知症施策を推進してまいります。 

これらの取組が地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進につながり、最期まで住み

慣れた立川で生活できる高齢者が増えることを願っています。 

結びに、本計画の策定にあたり、多くの貴重なご意見をいただきました介護保険運営協

議会をはじめ、在宅医療・介護連携推進協議会、地域包括支援センター運営協議会の委員

の皆様、アンケート調査、パブリックコメントにご協力いただきました多くの市民の皆様

に心より感謝申し上げます。 

 

   令和６（2024）年４月 

立川市長 
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